
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

着用 非着用 

0.12% 0.27% 

頭部 
65％ 

胸部19％ 

腹部1％ 

腰部6％ 
その他8％ 

高尾交通安全協会 9月～5月 行事予定 

9 月2 日 交通安全祈願パレード 火のまつり 

9 月21 日～30 日 秋の全国交通安全運動 

11 月初旬 秋の表彰式 

11 月18 日・19 日 いちょう祭り 街頭配置 

12 月1 日～7 日 TOKYO 交通安全キャンペーン 

12 月18 日～22 日 年末特別警戒 街頭配置 

2 月初旬 新年賀詞交歓会 

2 月11 日 夢街道駅伝 街頭配置 

3 月23 日 3 署3 安協 市民のつどい 

3 月～5 月 新・旧 指導員講習会 

※行事内容は変更になる場合がございます。 

 

 本 年 前 年 増減数 

発生件数 276 278 －2 

死 者 数 0 0 ±0 

負傷者数 319 282 +37 

 

高尾警察署管内交通事故      （本年8月21日）現在 
 
高尾交通安全協会公式ホームページ 

http://takaoankyo.net 

高尾交通安全協会からのお知らせや、 

イベント情報をはじめ活動の内容など詳しく記載しています！ 

賛助会入会のお願い 

会費は地域の交通安全の活動に役立て

おります。ご協力をお願いいたします。 

詳しくは高尾交通安全協会まで。 

<お問合せ先> 高尾交通安全協会 

〒193-0843 八王子市廿里町6-10 

TEL 042-667-3500 FAX 042-667-2877 

自転車安全利用五則 

も新しくなりました！ 

①車道が原則、左側を通行 

歩道は例外、歩行者を優先 

※13歳未満、70歳以上、体の不自由な方、 

自転車通行可の標識がある場合や車道を通行する事 

が危険な場合は歩道を通行できます。 
 

②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

 信号や交通標識には自動車やバイクと同様に従わなけ

ればなりません！ 
 

③夜間はライトを点灯 

 更にリフレクターや反射材を利用しましょう。 
 

④飲酒運転は禁止 

 飲んだら乗らない！車もバイクも自転車も！ 
 

⑤ヘルメットを着用 

自転車利用者による死亡事故のうち多くの方が頭部を 

損傷しています。ヘルメット着用をお願いします！ 

2023年 

4月1日から 

ヘルメットは、SGマークなどの安全性を示す 

マークの付いたものを使い、あご紐をしっかり

締めて正しく着用しましょう！ 

自転車死亡事故損傷部位・ヘルメット着用状況別の致死率
(平成30年から令和4年) 


